
全
・
ゆ
丈
荷
、
第

第
十
九
程
第
四
蹴
昭
和
三
十
六
年
三
月
霊
行

明
初
江
南
の
官
田
に
つ
い
て

(下)

|
|
蘇
州
・
松
江
二
府
に
お
け
る
そ
の
具
韓
像
l
|

フ民

本本

正

夫

は

じ

め

に

一

宮

田

の
系
統

・
面
積
・
徴
的
帆
率

二
官
田
承
佃
を
可
能
に
す
る
篠
件
若
干
(
以
上
前
鋭
)

三
承
佃
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て

む
す
び
に
か
え
て

- 1 

承
佃
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て

明
代
、
蘇
松
地
方
を
中
心
と
す
る
江
南
の
宮
田
を
質
際
に
承
佃
し
、
そ
の
所
謂
官
租

(H{呂
田
税
糧
)
を
政
府
へ
納
入
し
て
い
た
の
は
、
農

民
の
中
で
も
、
ど
の
よ
う
な
階
層
に
嵐
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
前
代
の
元
朝
か
ら
明
初
へ
、
明
初
か
ら
中
期
を
経
て
明
清
鼎
革
期
に
至
る
祉

曾
経
済
構
造
の
費
動
の
中
で
承
佃
の
階
層
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
っ
た
か
。
時
代
の
進
展
に
と
も
な
う
農
村
内
部
の
欣
況
の
費
化
を
無
覗
し

て
抽
象
化
を
行
な
い
、
一
般
的
に
こ
れ
を
等
質
の

「
佃
戸
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
は
殆
ん
ど
意
味
を
持
た
な
い
。
本
節
で

は
、
そ
れ
ら

「
承
佃
者
層
」
の
性
格
の
明
初
的
な
特
色
、
富
田
瞳
制
を
媒
介
と
す
る
初
期
の
明
朝
政
府
と
こ
の
蘇
松
地
方
の
農
民
と
の
闘
係
を
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明
ら
か
に
し
た
い
。
も
と
よ
り
資
料
と
筆
者
の
能
力
の
限
界
と
に
制
約
さ
れ
た
一
つ
の
接
近
に
し
か
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
。

前
代
元
朝
は
、
問
題
の
蘇
松
二
府
を
は
じ
め
と
す
る
漸
西
地
方
に
お
い
て
、
宋
代
の
官
田
を
入
手
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
籍
泣
に
よ
る
も

の
を
加
え
℃
そ
の
経
営
を
績
け
て
い
た
。
た
ま
た
ま
大
徳
二
年
(
一
二
九
八
)
頃
の
記
録
に
そ
の
質
欣
が
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

出削凶
{
目
白
数
多

倶
係
貧
難
佃
戸
種
納
春
首
紋
食
削
州
出
主
借
貸
悶
岸
紋
纏
叉
自
行
修
理
宮
司
不
尽
存
仙
以
致
逼
腕
在
逃

荒

駿

富

田

深

篤

未

使
今
後
{
呂
田
佃
戸
若
委
無
己
業
亦
無
諦
討
回
主
貧
難
下
戸
止
極
宮
田

自
赴{白
倉
迭
納
租
者
管
民
宮
司
並
不
得
将
此
等
佃
戸
差
充
里
正
主
首
雑

泊
一
切
催
甲
信
一寸
役
妨
一
段
由
民
務
失
陀
官
租
(
崇
頑
松
江
府
志

・
倉
一
八

・
水

利

三

大

徳
二
年
春
二
月
申
書
省
奏
立
新
西
都
水
防
団
使
司
)

す
な
わ
ち
、
借
貸
を
乞
う
べ
き
国
主
も
な
く
、

た
だ
官
田
を
佃
種
す
る
の
み
と
い
う
官
と
直
接
に
承
佃
闘
係
を
結
ん
だ
貧
難
の
佃
戸
層
の
存

在
が
普
通
的
で
あ
っ
た
。
元
末
の
農
民
叛
乱
と
そ
の
護
民
と
し
て
の
明
朝
政
機
成
立
に
至
る
戟
宇
の
、
こ
の
。
貧
難
佃
戸
居
。
に
も
た
ら
し
た

鑓
化
が
、
ま
だ
充
分
に
質
註
さ
れ
て
い
な
い
研
究
史
の
現
段
階
で
は
あ
る
が
、
上
引
の
よ
う
な
元
代
新
西
官
回
の
一
般
的
欣
況
を
、
そ
の
ま
ま

た
し
か
に
右
の
よ
う
な
欣
況
は
、
別
代
の
宮
田
に
も
み
ら
れ
、
こ
の
時
代
の
い
く
つ
か
の
資
料
は
、

と
い
う
判
断
に
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
景
泰
五
年
(
一
四
五
四
)
の
進
士
で
成
化

・
弘
治
に
か
け
て
有
数
の
官
僚
で
あ
っ
た
丘
溶
は
、
准

「
官
田
は
貧
民
が
佃
種
す
る
も
の
だ
」

- 2一

別
初
供
武
年
間
に
あ
て
は
め
る
，
」
と
は
危
険
で
あ
る。

前

一
州市
の
湖
務
を
閃
い
て
水
田
化
す
べ
し
と
い
う
奏
議
の
中
で

倶
知
江
南
之
制
民
之
無
力
者

制
闘
用

・
屯
脇
田
之
閏
)

給
以
食

田
成
之
後

依
官
旧
起
科

民
之
有
力
者

計
其
廊

回
成
之
後

依
民
回
出
税
(
大
翠
街
義
補

・
各
三
十
五

と
い
う
表
現
を
と
り
、
同
じ
頃
の
人
林
俊
、
嘉
靖
十
一
年
(
一
五
三
二
)
昔
時
の
刑
科
給
事
中
徐
俊
民
な
ど
も
、
特
定
の
時
期
と
地
域
と
を
指

定
し
て
は
い
な
い
が
、
同
様
に
官
田
と
貧
民
と
を
結
び
つ
け
て
論
を
立
て
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
官
僚
の
意
識
に
う
か
が
わ
れ
る
笛
代
の
通
念

は
、
具
間
的
に
も

B A 

撫
銭
江
西
給
事
中
朱
懸
言

江
間
十
三
府
官
田
和
蜜

詔
巡
撫
直
毅
侍
郎
李
敏
均
定
賂
天
等
府
州
官
民
凶

十
倍
民
間
・
宮
田
悉
貧
民
所
種

(明
貫
録

・
永
袋
二
年
十
月
辛
未
)

先

是

正

統
中
戸
部
曾
官
議
令
江
南
小
戸
官
凶
改
翁
民
間
起
科
而
盤
改
大
戸
民
間
篤
官
凶



以
備
長
(
明
貫
録
景
泰
四
年
五
月
庚
申
)

C

田
未
波
入
之
時
小
民
於
土
豪
慮
遼
租
朝
往
暮
田
市
己

侍
郎
周
悦
書
)

後
愛
私
租
矯
宮
糧

乃
於
各
倉
迭
納
(
崇
禎
松
江
府
志
・
谷
七
・
田
賦
中
・
社
宗
桓
上
巡
撫

と
い
う
よ
う
な
資
料
に
現
わ
れ
る
。
A
は
江
西
地
方
・

B
は
開
係
資
料
に
よ
り
蘇
松
常
三
一
府
を
除
く
南
直
隷
諸
府
、

C
は
松
江
府
に
闘
す
る
も

の
で
あ
る
。
貧
民
・
小
戸
・
小
民
と
よ
ば
れ
る
層
が
、
明
初
か
ら
正
統
・
景
泰
に
至
る
聞
の
江
南
で
は
、
{
呂
田
の
承
佃
者
と
し
て
、
か
な
り
庚

が
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
問
題
の
蘇
松
地
方
の
官
田
に
も
、
以
上
の
よ
う
な
、
官
H
政
府
と
直
接
無
媒
介
に
承
佃
闘
係
を
結
ん
だ
小
農

民
層
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
よ
う
な
中
間
搾
取
過
程
を
排
除
し
た
農
民
支
配
は
、
明
朝
政
府
も
、
決
し
て
望
ま
な
い
と
こ
ろ
で
は
私
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
問
題
を
、
第
一
節
に
示
し
た
、
蘇
松
二
府
の
宮
田
面
積
百
分
比
、
宣
徳
中
年
ご
ろ
つ
四
三
O
〉
の
減
則
例
貫
施
前
に
お

け
る
蘇
松
二
府
宮
田
部
分
の
明
初
的
な
毎
畝
卒
均
徴
枚
率
、
官
田
の
系
統
と
徴
牧
率
と
の
相
互
関
係
な
ど
と
謝
照
さ
せ
る
と
き
、
衣
の
よ
う
な

素
朴
な
疑
問
が
嘗
然
に
提
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
の
よ
う
な
一
府
六
三
%
弱
、
入
四
%
強
を
占
め
る
'
賢
大
な
宮
田
を
、
そ
の
全
瞳
に
わ
た

っ
て
、
資
力
も
な
い
貧
難
の
佃
戸
屠
が
直
接
に
承
佃
耕
種
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
け
る
車
位
面
積
あ
た
り
の
投
下
労
働
量

刷

が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
場
を
か
え
て
、
残
り
三
六
%
強
、
十
五
%
弱
の
民
田
を
私
有

- 3 ー

し
、
毎
畝
大
瞳
五
升
の
軽
税
を
納
入
す
る
農
民
層
は
、
そ
の
土
地
を
地
主
的
に
経
営
す
る
場
合
、
私
租
枚
入
を
極
く
低
く
入
斗
と
見
積
っ
て
も

そ
の
十
六
分
の
一
念
、
自
作
す
る
場
合
、
牧
穫
率
を
比
較
的
低
く
一
・
五
石
と
見
積
っ
て
も
、
そ
の
三
十
分
の
一
の
納
税
で
済
む
の
で
あ
る

が
、
彼
ら
が
丁
力
に
幾
分
か
の
徐
裕
を
持
つ
と
き
、
宮
田
を
も
承
佃
し
、
{
呂
田
か
ら
も
剰
徐
生
産
物
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
努
力
そ
一
切
般
棄
し

℃
い
た
と
い
う
保
定
も
、
ま
た
成
り
立
ち
に
く
い
。
民
田
所
有
量
の
多
い
も
の
、
少
い
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
官
田
承
佃
へ
の
必
然
性
は
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。

(
前
掲
B
資
料
自
身
大
戸
宮
田
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
)
今
、
第
5
表
に
よ
っ
て
嘗
代
蘇
州
府
の
毎
畝
首
り
米
穀

制

枚
穫
高
の
一
般
的
な
値
を
か
り
に
二
石
と
す
る
。
第
4
表
の
洪
武
J
宣
徳
前
半
間
卒
均
徴
牧
率
に
近
い
四
・
五
斗
は
、
こ
の
二
石
の
二
二
・
五
O

%
、
牧
穫
高
を
そ
れ
よ
り
五
斗
低
く
一
石
五
斗
と
見
積
れ
ば
三
O
%
を
そ
れ
ぞ
れ
占
め
る
。
叉
第
4
表
に
よ
る
松
江
府
の
復
元
洪
武
J
宣
徳
前
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半
間
卒
均
徴
牧
輸
の
う
ち
、
府
の
西
郷
華
亭
鯨
分
三
二
ニ
O
七
斗
に
近
い
一
二
・三
斗
の
、
第
5
表
上
の
同
じ
西
郷
の
日収
穫
高
二
・玉
石
に
占
め
る
比

率
は
、

五
斗
低
く
見
積
っ
た
二
石
に
封
し
て
は
、
十
六

・
五
O
%
、府
の
東
郷
上
海
豚
分
二

・
七

一
O
斗
に
三
升
弱
を
加
え
た

三
斗
は
、
同
じ
東
郷
の
収
穫
高
一

・
五
石
の
二
O
%
に
あ
た
る
。

一
方
、
第
5
表
の
松
江
府
西
郷

・
東
郷
の
牧
穫
高
と
小
作
料
と
は
、原
資
料
上

で
、
は
っ
き
り
と
相
閥
々
係
を
意
識
し
て
書
か
れ
て
あ
り
、
原
資
料
を
忠
買
に
讃
む
と
き
(註
倒
参
照
)
そ
の
私
租
率

(H
小
作
料
率

・
牧
租
率〉

十
三
・
三
O
%、

は
、
西
郷
で
五
三

・
三
三
J
五
六
・六
七
%
、
東
郷
で
五
三
二
二
三
%
で
あ
り
、
加
藤
繁
博
士
が
説
か
れ
る
明
清
時
代
の
普
遍
的
な
私
租
率
の
標

た
〈
官
田
卒
均
徴
牧
率
の
封
枚
穫
高
比
〉
は
、
〈
私
租
率
五
O
M
m
V
を
、

一
七

・
七
%
(
牧
穫
額
一

・
玉
石
と
回
限
定
し
た
場
合
〉
、

二
石
の
場
合
〉
、

王
O
%
に
頗
る
接
近
す
る
。
従
っ
て
首
代
蘇
松
地
方
の
私
租
率
を
一
躍
五
O

%
と
比
定
す
る
。
右
に
算
出
し

蘇
州
府
で
二
八

・
五
%
(
よ
り
一
般
的
な
値
と
み
ら
れ
る
牧
穫
額

松
江
府
で
三
六

・
七
O
J
=
=
了
五
O
%
(
西
郷
)
、
三
O
%
(
東

準
で
あ
る
牧
磁
高
の
二
分
の
て

郷
)
下
回
っ
て
お
り
、
明
初
以
来
、
民
団
の
場
合
に
比
べ
て
か
な
り
の

ハ
ン
デ
ィ
キ

ャ
y

プ
を
持
ち
つ
つ
も
、
{呂
田
を
地
主
的
経
営
に
と
り
入

倒

れ
る
可
能
性
の
あ

っ
た
こ
と
、
〈
官
田
租
H
官
租
〉
が
八
私
租
H
所
謂
地
代
〉
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
具
有
し
て
い
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
き

に
疑
問
と
し
た
民
田
私
有
者
の
慶
大
な
宮
田
部
分
放
棄
と
い
う
債
定
は

こ
の
よ
う
な
、

卒
均
徴
枚
率
(
額
)
、

そ
の
封
牧
穫
額
比
、
そ
の
封

- 4 -

私
租
比
な
ど
に
お
け
る
数
値
に
接
し
て
、

地
方
の
通
例
の
中
に
、
叉
明
代
中
期
以
後
の
官
僚
の
通
念
に
、

ま
す
ま
す
設
定
し
に
く
く
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
問
題
を
定
量
化
す
る
と
、
そ
と
に
は
、
元
代
漸
西

そ
し
て
同
じ
く
明
代
の
現
賓
と
し
て
二
三
の
資
料
の
上
に
見
出
さ
れ
た

「
貧
難

佃
戸
居
に
よ
る
直
後
承
佃
」
と
い
う
概
念
に
は
入
り
き
ら
な
い
事
態
、
す
な
わ
ち
、

を
も
っ
農
民
厨
に
よ
る
官
回
忌
佃
の
可
能
性
が
聞
け
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
般
地
主
層
を
も
含
む
相
射
的
に
よ
り
大
き
い
経
営
規
模

況
太
守
集
省
入

・
丁
少
糧
多

・
請
克
謹
運
奏
(
宜
徳
六
年

・
一
四
=
二
年
〉
の
同
頭
で
、
嘗
時
の
蘇
州
府
知
府
況
鍾
は
、

武・主主
年・民
間・情
験 ・ ~fi
丁・
授・織
田・照

本
府
所
属
長
洲
等
燃
霊
相
官
制
二
百
六
十
五
鴎
三
千
一
百
七
十
四
石
零

毎
戸
税
額
多
者
四
五
十
石
少
者
亦
不
下
十
石

民
総
一
十
五
高
三
千
一
百
七
十
四
石
零

倶
係
水
郷
坪
田

洪

と
述
ベ
、
こ
の
多
大
か
糧
額
の
一
定
部
分
が
、
洪
武
年
間
、
「丁
を
験
し
て
田
を
授
け
た
L

こ
と
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
「毎



戸
の
税
糧
」
が
「
多
き
者
四
五
十
石
」
に
蓬
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
験
丁
授
田
政
策
に
つ
い
て
は
、
皇
明
経
世
文
編
容
十
ニ

・
奥

行
在
戸
部
諸
公
害
で
、
嘗
時
の
巡
撫
周
比
も
、
府
下
の
太
倉
地
方
に
つ
い
て

伐
嘗
以
太
倉
一
城
之
戸
口
考
之

洪
武
年
隠
見
丁
授
田
十
六
畝

二
十
四
年
賀
加
原
額
六
十
七
里
八
千
九
百
八
十
六
戸

と
ふ
れ

況
鍾
と
異
な
っ
た
表
現
を
と
り
つ
つ
も
同
じ
事
貰
を
語
り

況
太
守
集
容
九

・
請
禁
妄
動
貰
封
及
胃
軍
籍
胃
船
戸
会
充
糧
長
不
符

定
例
諸
奏
中
の
昆
山
鯨
申
文
に
も
、

資
料
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
の
程
度
は
判
然
と
し
な
い
ま
で
も
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
全
国
土
の
三
分
の
一
を
確
買
に
上
回
り
お
そ
ら
く

四
割
以
上
に
も
達
し
た
と
推
定
さ
れ
る
明
代
新
設
の
宮
田
の
規
模
か
ら
す
れ
ば
、
相
嘗
の
慶
範
圏
に
わ
た
っ
て
貫
施
さ
れ
た
こ
と
が
強
想
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
抄
授
の
封
象
か
ら
は
ず
さ
れ
た
奮
来
の
地
主
層
の
残
存
部
分
を
は
じ
め
、
抄
複
の
封
象
と
な
っ
た
地
主
遠
の
醤
佃
戸
唐
に
至

洪
武
年
問
、

同
知
宋
信
の
建
言
に
よ
り
こ
の
政
策
が
と
ら
れ
た
と
い
L

一
憲
具
韓
性
を
も
っ
た
闘
係

る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
農
民
唐
に
射
し
、
そ
の
戸
下
の
丁
力
H
現
有
耕
作
能
力
に
謄
じ
て
田
土
を
給
付
し
、
そ
の
大
部
分
を
宮
田
と
し
て
登
録
し

と
い
う
う
ち

- 5 -

て
い
く
と
い
う
政
策
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

そ
の
政
策
の
適
用
に
際
し
宮
田
と
し
て
登
録
さ
れ
た
大
部
分
の
田
土
と
、
農
民
の
各
階
層
と
を
、

よ
り
具
髄
的
に
結
び
つ
け
て
み
よ
う
。
先
引
の
況
鍾
上
奏
中
、
「
毎
戸
税
糧
多
者
四
五
十
石
、
少
者
亦
不
下
十
石
」

を
、
例
の
嘗
時
の
宮
田
毎
畝
卒
均
徴
牧
率
に
接
近
す
る
四

・
五
斗
で
除
算
す
る
と
約
一
一
一
畝
、

五
十
石

一
O
石
を
同
じ
方
法
で
除
算
す
る
と
約
一
一

一一

畝
と
な
る
。

一一

O
畝
程
度
の
耕
作
力
を
持
つ
農
家
は
、
多
く
の
労
働
力
を
戸
内
に
丁
と
し
て
有
す
る
か
、
何
ら
か
の
形
で
自
己
の
家
族
以
外

の
労
働
力
を
利
用
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
(
必
ら
ず
し
も
家
僕
労
働
力
と
し
て
で
は
な
く
、
佃
戸
乃
至
傭
工
と
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
形
で
)
、

ら

車
な
る
貧
窮
の
小
民
と
看
倣
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

隣
接
松
江
府
西
郷
の
最
も
水
利
傾
件
の
よ
い
所
で
、
一
組
の
夫
妻
の
可
耕
面
積
は
二
五
畝
と
停
え
ら
れ
る

一
一
一
畝
と
い
う
経
管
規
模
の
持
主
は
、
ま
ず
中
農
乃
至
小
地
主
以
上
の
階
一
層
に
属
す
る
と
み
ら
れ
、
最
低
の
二
二
畝
は
、
周
枕
の
太
倉

に
お
け
る
毎
丁
二
ハ
畝
と
い
う
基
準
よ
り
し
て
、
完
全
な
全
種
宮
田
戸
た
る
一
組
の
夫
妻
が
受
け
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
上
引

況
鍾
の
資
料
は
、
さ
き
に
正
溶
が
言
う
ご
と
き
「
民
之
有
力
者
」
に
は
「
田
成
之
後
」
に
「
民
田
」
に
よ
っ
て
出
税
さ
せ
る
と
い
う
ケ

l
ス
を

は
あ
る
が

(
註
倒
参
照
〉

台、

こ
れ
を
も
は
や
、

何
良
俊
の
四
友
粛
叢
読

・
容
十
三
に
よ
れ
ば
、
嘉
靖
年
間
の
こ
と
で

437 
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ま
た
導
く
が
、
こ
の
蘇
松
地
方
で
は
、
明
初
の
宮
田
の
規
模
や
徴
収
率
の
特
徴
か
ら
推
し
て
、
験
丁
授
田
部
分
は
、

基
本
的
に
は
官
田
と
し
て
登
録
さ
れ
た
と
考
え
る
。へ
き
で
あ
ろ
う
。
明
初
洪
武
年
閣
の
蘇
州
府
に
は
、
一
方
で
は
、
小
民

・
貧
民
と
よ
ば
れ
る

も
含
む
と
い
う
想
定
を
、

小
規
模
経
営
の
能
力
し
か
な
い
農
民
家
族
が
、
宝
種
宮
田
戸
と
し
て
、
直
接
政
府
と
承
佃
閥
係
を
結
ぶ
一
方
、
承
佃
者
と
し
て
は
、

規
模
の
大
き
い
中
農
乃
至
小
地
主
ク
ラ
ス
以
上
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
、
ほ
ぼ
確
か
め
得
る
の
で
あ
る
。

よ
り
経
営

明
初、

こ
の
地
方
の
農
民
庖
の
分
解
が
す
で
に
か
な
り
の
進
展
を
み
せ
て
い
た
こ
と
は
、
宮
田
成
立
過
程
の
一
面
た
る
大
土
地
所
有
者
か
ら

の
国
土
夜
牧
(
第
一
節
に

の
ベ

た
「
抄
波
」
「
抄
劉
」
乃
至
「
籍
波
」
と
い
う
形
で
史
料
に
表
現
さ
れ
て
い
る
)
が
、
こ
の
王
朝
の
政
権
確
立
期

そ
の
復
牧
が
す
で
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
洪
武
三
年
、
漸
西
地
方
、
な
か
ん

に
行
わ
れ
た
と
い
う
事
質
自
身
が
示
し
て
い
る
が
、

ず
く
こ
こ
蘇
州
府
に
つ
い
て
、
明
貫
録
洪
武
三
年
三
月
庚
午
の
篠
が
停
え
る
欣
況
は
注
目
さ
れ
る
。

先
是
上
関
戸
部
天
下
民
執
富
産
勃
優

戸
部
臣
封
日
以
国
税
之
多
寡
較
之
惟
祈
西
多
富
民
E
室
以
蘇
州
一
府
計
之
民
放
輪
殺
一
百
石
巴
上
歪
四

百
石
者
四
百
九
十
戸

五
百
石
一全
千
石
者
五
十
六
戸
千
石
至
二
千
石
者
六
戸
二
千
石
至
三
千
八
百
石
者
二
戸
計
五
百
五
十
四
戸
競
輪
殺
十
五
高
一
千

八
百
石
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洪
武
蘇
州
府
志
翁
十
戸
口
所
載
の
蘇
州
府
戸
数
、
四
七
三

・
八
六
二
戸
と
問
答
十
五
回
畝
所
載
の
、
秋
根
計
正
耗
二

・
一
四
六

・
八
三

O
石
徐

と
を
用
い
た
藤
井
宏
氏
の
計
算
に
従
え
ば
、
右
文
中
の
富
民
五
百
五
十
四
戸
は
、
全
蘇
州
府
戸
数
の

0
・
ご
二
%
徐
、
こ
の
全
惜
の
千
分
の
一

を
僅
か
に
越
え
る
農
家
が
、
全
線
額
の
七
%
強
、
す
な
わ
ち
一
割
近
く
を
占
め
て
い
る
。
藤
井
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
農
民

層
の
雨
極
分
解
傾
向
の
現
貫
こ
そ
が
、
洪
武
初
年
、
園
都
建
設
の
た
め
の
均
工
夫
役
を
、
南
直
隷
の
臆
天
等
十
八
府
州
、

及
び
江
西
の
鏡
州

・

九
江

・
南
康
三
府
に
課
す
る
に
首
た
り

「
役
が
貧
民
に
及
ば
ん
こ
と
を
恐
れ
た
」
太
組
を
し
て
、
「
験
田
出
夫
」

の
方
針
を
と
ら
し
め
、
「田

多
丁
少
者
」
に
封
し
て
は
「
以
佃
人
充
夫
」
を
命
ぜ
し
め
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
(
明
貫
録

・
洪
武
元
年
二
月
乙
丑

・
洪
武
三
年
七
月
辛
卯
〉
。
そ

し
て
、
梁
方
仲
氏
が
、
明
貫
録
洪
武
四
年
九
月
丁
丑
の
記
事
に
よ
っ
て
そ
の
最
初
の
設
立
が
た
し
か
め
ら
れ
る
糧
長
制
度
の
中
に
、

自
ら
の
存

立
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
最
大
級
の
富
民

E
室
の
勢
力
を
上
記
所
有
地
の
籍
授
や
徒
民
政
策
に
よ
っ
て
削
減
す
る
一
方
、
残
り
の

一
般
地
主
麿



に
政
権
へ
の
参
加
を
鼓
駒
し
彼
ら
を
懐
柔
し
な
が
ら
税
糧
輪
迭
に
利
用
す
る
明
政
府
の
意
圃
を
、
見
出
さ
れ
る
ご
と
く
(
同
氏

「
明
代
糧
長
制

度
」
参
照
)
、
こ
の
階
居
分
化
自
盟
、
明
初
の
園
家
権
力
が
、
ま
さ
に
「
抄
浪
」
に
象
徴
さ
れ
る
政
治
的
措
置
に
よ
っ
て
そ
れ
を
緩
和
す
る
と

と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
否
定
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

所
謂
。
験
丁
授
因
。
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
然
た
る
階
層
分
化
、
地
主
層
の
強
固
な
存
在
と
い
う
現
質
の
一
面
を
ふ
ま
え
て
推
進
さ
れ
た
政
策

四
五
十
石
か
ら
十
石
に
至
る
分
布
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
て

そ
の
こ
と
が

洪
武
三
十
五
年
(
建
文
四
年

・
一
四

O
二

い
ず
れ
も
重
要
な
官
団
地
帯
で
あ
っ
た
南
直
隷
の
鎮
江

・
常
州

・
蘇
州

・
松
江
田
府
、
漸
江
布
政
司
所
属
の
杭
州
等
六
府
の
農
民
に
謝

す
る
江
北
へ
の
買
馬
嘗
砧
と
い
う
雑
役
努
働
の
追
加
余
鮎

(
H割
り
首
て
)
が
命
令
さ
れ
、
永
幾
初
年
に
質
施
さ
れ
た
。
と
の
際
、
正
式
の
封

象
戸
で
あ
っ
た
十
石
以
上
の
民
田
糧
納
入
者
が
指
定
の
割
嘗
分
を
ま
か
な
え
な
く
な
る
や
、
そ
れ
ら
大
戸
唐
の
戸
下
に
あ
る
宮
田
糧
部
分
と
、

そ
れ
以
外
の
零
細
な
十
石
以
下
の
民
田
糧
を
も
っ
農
家
の
宮
田
糧
部
分
、
さ
ら
に
は
民
田
糧
を
全
く
も
た
な
い
農
民
家
族
の
官
田
糧
部
分
が
原

年
)
、

則
時空
因 iJ[史
民・つ
糧・ て

歪割
鍬嘗

封
象
と
さ
れ
た

す
な
わ
ち

叉
終
大
小
人
戸
官
糧
編
貼

毎
疋
馬
有
編
貼
四
五
十
家

多
至
二
三
百
家
(
鶴
一
暦
常
州
府
志

・
各
六
・
銭
穀
三
・
徴
輪
)

一 7

先
に
ふ
れ
た
宣
徳
年
聞
の
南
直
隷
巡
撫
周
悦
が
江
南
で
行
っ

た
一
連
の
財
政
改
革
を
述
べ
る
中
で
あ
げ
て
お
り
、
註
仰
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
語
る
所
が
、
問
題
の
蘇
松
地
方
に
も
共
通
の

・
む
し
ろ
こ
の
地

方
を
主
髄
と
す
る
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
し
か
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
、
洪
武
に
直
接
つ
づ
く
建
文
か
ら
永
梁
初
年
に
か
け
て
の
頃
、
す
で

い
い
か
え
れ
ば
、
大
規
模
経
営
か
ら
零
細
経
営
に
至
る
農
民
諸
階
層
に
よ
っ
て
、
ひ
ろ
く
分
散
承
佃
さ
れ
て
い
た

と
い
う
扶
躍
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
高
暦
常
州
府
志
は
、
右
引
用
箇
所
を

に
宮
田
が
、
大
小
の
人
戸
、

こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
江
府
の
場
合
、
資
料
の
制
約
か
ら
ふ
れ
る
こ
と
少
な
か
っ
た
が
、
そ
の
宮
田
面
積
比
率
が
蘇
州
を

上
回
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
承
佃
を
め
ぐ
る
朕
況
の
方
向
と
し
て
は
蘇
州
府
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
初
洪
武
年
聞
に
お
け
る
蘇
松
地
方
の
宮
田
は
、
全
国
土
の
五

O
%以
上
を
占
め
る
と
い
う
そ
の
慶
大
な
面
積
や
、

四
斗

439 

蓋

・
三
斗
蓋
と
い
う
卒
均
的
な
徴
牧
率
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
特
徴
を
持
ち
、

そ
の
こ
と
が
宮
田
の
所
謂

φ

承
佃
者
。
唐
に
も
多
様
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性
を
興
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
{呂田
中
の
重
額
部
分
た
る
い
宋
元
系
統
及
び
抄
浅
原
額
系
統
の
多
く
は
、
前
代
以
来
の
承
佃
の
緩
績
に
よ
り
、

あ
る
い
は
、
抄
夜
以
前
民
国
だ
っ
た
箇
時
の
民
間
地
主
が
国
家
に
ふ
り
か
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
朝
政
府
と
直
接
無
線
介
に
契
約
を
結

ん
だ
形
を
と
る
自
家
答
細
経
営
的
な
貧
民

・
小
民

・
小
戸
と
よ
ば
れ
る
階
層
の
手
で
耕
作
納
糧
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
彼
ら
の

一
部
に
は
、
さ
ら
に
前
者
を
量
的
に
上
回
る
と
考
え
ら
れ
る
ろ
抄
浸
今
減
科
系
統
や
戸
紹
無
主
の
断
入
官
回
系
統
の
直
接
承
佃
に
参
加
す
る
も

の
が
あ
っ
た
と
い
う
推
定
も
充
分
に
可
能
で
あ
る
。(
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
居
に
は
、
徴
枚
率
の
低
い
民
田
を
富
田
と
粂
料
宿
す
る
も
の
も
存
在
し

た
で
あ
ろ
う
が
、
{呂
田
の
経
鐙
は
、
よ
り
基
本
的
な
部
分
を
な
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
)

一
般
的
傾
向
と
し
て
か
れ
ら
の
中
に
は
、

全
種
官

同

よ
り
大
き
な
規
模
で
行
わ
れ
る
中
農
以
上
の
主
と
し
て
地
主
的
に
行
わ
れ
る
経
営
に

お
い
て
も
、
民
田
部
分
が
前
代
に
比
し
て
非
常
に
少
な
く
な
り
、
民
田
糧
五
百
石
以
上
を
出
す
と
い
う
一

部
の
大
地
主
さ
え
も
含
め
て
、
三
-

四

・
五
斗
去
の
徴
収
率
を
も
っ
ゆ
系
統
の
宮
田
の
第
一

次
承
佃
が
行
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
あ
い
だ
に
、
三

・
四
・
五
斗
蓋
の
徴
牧

率
を
も
っ
部
分
を
多
く
把
握
し
た
上、

戸
内
で
は
家
族
乃
至
直
接
に
支
配
す
る
家
僕
の
労
働
力
を
利
用
し
、
戸
外
で
は
傭
工
、

そ
し
て
主
と
し

回
戸
層
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の

一方、

て
佃
戸
居
を
第
二
次
承
佃
者
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
謂
タ
私
有
。
民
田
の
経
営
と
と
も
に
、
官
田
の
第
一
衣
承
佃
を
も
あ
わ
せ
て
行
な
う
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と
い
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

極
端
な
表
現
を
と
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
し
か
地
主
的
経
営
を
行
な
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
と
い
だ
よ

-Z
佃
戸
を
第
二
次
承
佃
者
と
し
て
経
営
を
行
う
場
合
、
富
田
部
分
に
つ
い

て
は
、
民
田
部
分
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
前
代
元
代
ま

で
の
民
団
私
有
時
代
の
基
準
に
よ
る
租
米
枚
入
を
減
少
し
て
宮
田
糧
を
政
府
へ
納
入
す
る
と
い
う

ハ
ン
デ
ィ

キ
ャ
ッ
プ
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
た
し
か
に
、
官
回
毎
畝
の
徴
牧
率
そ
の
も
の
が
大
勢
と
し
て
、
決
し
て
宮
田
の
第
一
衣
承
佃
と
い
う
形
で
の
地
主
的
経
営
を
不
可
能

に
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
駄
に
注
目
す
べ
き
で
は
あ
る
が
。

右
に
述
べ
た
二
類
型
と
そ
の
向
ら
か
の
ヴ

ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
と
か
ら
な
る
底
範
囲
の
承
佃
者
層
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
初
期
の
明
朝
政

府
が
、
こ
の
地
万
に
射
す
る
非
常
に
大
き
い
経
済
的
期
待
を
満
た
す
べ
く
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
方
針
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
徴
牧
率
の
卒
均
水
準
が
も
っ
て
い
た
「
私
租
よ
り
も
低
く
民
田
の
税
よ
り
も
高
い
」
と
い
う
性
格
は
、
一
面
、
こ
の
地
方
に
お
い
て
と
く



に
強
力
で
あ
っ
た
明
初
の
園
家
権
力
が
、
大
土
地
所
有
(
大
規
模
な
軽
税
民
田
の
私
有
)
と
い
う
形
で
の
中
間
搾
取
過
程
を
排
除
し
て
、
直
接

生
産
者
を
一
躍
濁
立
さ
せ
、
そ
れ
を
直
接
的
に
把
握
し
た
結
果
の
一
面
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
政
府
は
、
も
ち
ろ
ん
、
前
代
ま
で
の
「
税
」
よ

り
も
高
い
水
準
を
望
む
が
、
直
接
的
把
握
が
出
来
れ
ば
、
私
租
ほ
ど
の
高
率
は
必
ら
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
徴
牧
率

の
性
格
は
、
他
面
、
地
主
的
経
営
の
容
認
と
利
用
と
い
う
意
圏
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
も
解
阻
碍
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

一
部
の
富
豪

・
大
地
主
の

土
地
を
浪
枚
し
た
の
は
、
元
末
明
初
の
一
位
曾
矛
盾
を
緩
和
し
よ
う
と
し
た
政
治
的
弾
盤
で
あ
る
が
、
上
述
し
た
ご
と
く
依
然
と
し
て
農
村
内
部

に
お
け
る
地
主
層
の
強
固
な
存
在
ま
で
は
否
定
し
得
ず
、
何
ら
か
の
形
で
妥
協
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
王
朝
か
ら
の
遺
産
の
繕
承
、
戦
乱

に
よ
る
荒
鹿
地
の
入
官
、
地
主
暦
の
最
も
抵
抗
力
あ
る
分
子
か
ら
の
複
牧
に
よ
っ
て
底
面
積
に
わ
た
る
宮
田
を
入
手
す
る
と
、
そ
の
承
佃
の
一

方
法
と
し
て
農
村
に
お
け
る
階
級
的
秩
序
の
存
績
を
認
め
、
そ
れ
を
利
用
す
る
べ
く
、
徴
牧
率
を
私
租
よ
り
も
か
な
り
低
い
段
階
に
固
定
し
て

お
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
{
呂
田
を
基
準
乃
至
封
象
と
し
て
は
雑
役
労
働
を
克
除
乃
至
軽
減
す
る
と
い
う
た
て
ま
え
が
、
全
種
宮
田
戸
は
じ

典
に
と
く
に
一
項
を
設
け
て
、

め
、
零
細
自
家
経
営
の
農
民
の
再
生
産
に
と
っ
て
一
つ
の
保
障
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が

経
替
の
内
部
に
と
り
入
れ
る
農
民
層
に
と
っ
て
も
同
様
の
意
、載
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
叉
、
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
、
農
村
内
部

に
現
存
す
る
凡
吻
る
階
層
を
利
用
し
て
宮
田
を
承
佃
さ
せ
よ
う
と
し
た
態
度
と
相
通
じ
る
方
法
が
、
里
甲
組
織
に
よ
る
宮
田
の
管
理
と
官
糧
の

徴
牧
手
績
き
に
あ
ら
わ
れ
る
。
蘇
松
南
府
を
は
じ
め
、
宮
田
の
多
い
地
域
、
そ
し
て
多
様
な
承
佃
者
層
を
も
っ
た
地
域
に
お
い
て
は
、
こ
の

際
、
特
別
な
宮
田
専
門
の
管
理
徴
枚
機
構
を
置
く
よ
り
も
、
生
園
一
律
の
里
甲
組
織
を
利
用
す
る
方
が
、
よ
り
能
率
的
で
は
な
か
っ
た
か
。
曾

「
其
有
全
種
富
田
人
戸
亦
編
入
圏
内
輪
首
」
と
規
定
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

加

か
の
糧
長
制
度
が
、
里
甲
制
と
同
様
の
観
貼
か
ら
利
用
さ
れ
た
ち
の
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
田
を
も
、
民
田
と
と
も
に
地
主
的
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里
甲
制
施
行
以
前
の
宮
田
に
つ
い
て
は
、

む

す

び

に

か

え

て
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明
初
洪
武
年
間
の
蘇
松
地
方
に
つ
い
て
、

そ
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
ケ
l
ス
を
組
定
し
、

一
軍
位
面
積
に
つ
い
て
、
官
田
糧
の
徴
収
率
や
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富
田
糧
が
措
う
べ
き
雑
役
面
を
中
心
と
す
る
二
三
の
保
障
措
置
を
み
る
と
き
、
宮
田
は
、
そ
れ
を
経
営
に
と
り
入
れ
る
農
民
の
再
生
産
を
、
原

理
と
し
て
は

一
方
的
に
破
域
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
富
代
の
先
進
的
農
業
生
産
地
域
に
お
け
る
こ
の
宮
田
制
度
が
、
基
本
的
に
は
初
期
の

明
朝
政
府
の
現
物
租
税
獲
得
要
求
の
貫
現
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
に
と
っ
て
こ
の
地
方
で
の
農
業
生
産
力
の
回

復
と
維
持
も
、
同
時
に
、
右
目
的
達
成
の
前
提
と
し
て
必
須
の
要
請
で
あ
り
、
{呂
田
制
度
が
、
こ
の
要
請
と
伺
ら
の
内
面
的
閥
連
を
も
た
な
か

っ
た
と
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
こ
と
が
本
稿
に
よ

っ
て
立
て
た
私
の
一
つ

の
臭
と
お
し
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
永
幾
の
十
年
代
以
来
の
遁
糧
増
大
に
端
を
設
し
、
洪
棋
の
一
年
間
を
経
て
宣
徳
年
聞
に
は

っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
来
る
官
田
鶴
制

の
危
機
は
ど
の
よ
-フ
に
し
て
招
来
さ
れ
た
の
か
。
危
機
の
本
質
を
全
吐
曾
構
造
の
中
で
見
き
わ
め
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
そ
の
問
に
答
え
る
べ

く
検
討
を
行
う
の
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
が
、
明
初
洪
武
年
閣
の
原
理
を
よ
り
則
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
組
い
見
通
し
を
輿
え
て
お
こ
う
。

危
機
の
内
在
的
契
機
と
し
て
主
要
な
も
の
の
一

勺
は
、
官
田
が
先
進
地
域
た
る
蘇
松
二
府
の
田
土
の
あ
ま
り
に
も
大
き
い
部
分
を
占
め
る
こ
と

す
る
た
め
、

に
よ
っ
て
地
主
麿
を
も
含
む
大
部
分
の
農
民
を
そ
の
承
佃
に
ま
き
こ
ん
で
し
ま
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
を
明
確
化

ま
た
も
や
定
量
的
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
毎
畝
二
石
の
枚
穫
高
を
基
準
と
す
る
と
き
、
六
斗
官
田
の
場
合
で
三
O
%
、
五
斗

ハ
リーE

A

二
五
%
、
四
・

五
斗
(
蘇
州
府
の
卒
均
徴
牧
率
近
似
)
二

二
・
五

%
、
四
斗
二
O
%
、
三
斗
(
松
江
府
の
卒
均
徴
牧
率
近
似
)

一
五
%
を
そ
れ

五
O
%
卒
均
と
い
わ
れ
て
い
る
私
租
と
は
明
確
な
性
格
の
相
奥
を
持
つ
こ
と
を
再
び
確
認
し
つ
つ
も
、

蘇
州
府
の
卒
均
徴
牧
率
に
六
合
徐
を
加
え
た
五
升
民
団
の
場
合
で
二

・
五
%
、
松
江
府
の
卒
均
徴
牧
率
よ
り
三
合
徐
少
な
い
六
升
で
三
%
、
七

一
斗
五
%
と
い
う
民
国
税
率
と
の
聞
に
大
き
な
ギ
ヤ

ジ
プ
を
も
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
官
田
の
徴
枚
率
は
、
再
生
産
の
可
能

ぞ
れ
占
め
る
宮
田
徴
収
率
の
性
格
は
、

升
三

・
五

%
、

性
を
は
っ
き
り
残
し
つ
つ
も
、
承
佃
者
た
る
自
家
経
営
農
民
の
剰
徐
生
産
物
政
入
に
、
と
く
に
地
主
居
の
地
代
取
得
に
、

を
つ
け
て
了
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中
小
以
上
の
地
主
居
は
、
ま
た
糧
長
制
や
里
甲
制
を
通
じ
て
、
こ
の
官
田
糧
が
そ
の
九
O

%
以
上
で
あ
る
秋
糧

の
徴
牧
や
輪
迭
に
、
巧
長

・
塘
長
等
の
役
を
通
じ
て
、
官
田
を
多
く
含
む
水
郷
好
国
の
維
持
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
向
の
で
あ
り
、
里
甲

ハ
ン
デ

ィ
キ

ヤ
Y

プ

の
中
に
編
入
し
て
「
輪
笛
」
さ
れ
る
小
農
民
層
も
、

そ
れ
ら
の
役
に
協
力
す
る
べ

く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
里
甲
制
を
通
じ
る



「
正
役
」
的
な
各
役
労
働
は
、
「
雑
役
」
労
働
に
封
す
る
減
克
を
考
慮
に
入
て
も
少
な
か
ら
ぬ
負
携
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
と
の
負
措
は
、
明

代
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
蘇
松
地
匡
の
み
な
ら
ず
、
宋
代
以
後
の
中
園
に
お
い
て
農
村
の
地
主
層
が
宿
命
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
税
糧
面
に
お
い
て
い
く
ら
か
の
ハ
ン
デ
ィ
を
背
負
っ
た
嘗
代
嘗
地
方
の
地
主
居
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
、
全
種
官
田

人
戸
を
多
く
含
む
零
細
経
営
麿
に
轄
化
す
る
と
き
、
彼
ら
の
再
生
産
の
構
造
は
、
震
麗
し
て
ゆ
く
家
内
手
工
業
に
よ
る
い
く
ば
く
か
の
牧
入
を

み
つ
も
っ
て
も
、
や
は
り
崩
れ
易
い
。
こ
の
よ
う
な
一
種
の
緊
張
吠
態
の
な
か
に
、
洪
武
年
聞
は
ま
ず
安
定
裡
に
過
ぎ
て
行
っ
た
が
、
新
ら
し

い
外
在
的
契
機
が
加
わ
る
と
き
、
危
機
は
顕
在
化
す
る
。
周
悦
や
況
鍾
が
全
力
を
あ
げ
て
虞
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
1
1
1
逼
糧
の
婚
大

や
農
民
の
逃
亡
に
象
徴
さ
れ
る

l
i宣
徳
年
聞
の
官
田
問
題
は
、

ω第
二
節
末
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
永
築
北
濯
に
よ
る
税
糧
輪
迭
距
般
の
飛
躍
的
延
長
に
と
も
な
う
運
輸
労
働
と
耗
米
な
ど
の
現
物
支
出
の
激
増

に
よ
り
毎
畝
嘗
り
の
貫
質
負
措
量
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
、

ω官
僚
園
家
瞳
制
の
整
備
に
附
障
し
て
顕
著
と
な
り
、
貨
幣
経
済
の
侵
透
に
よ

伺

っ
て
強
ま
っ
て
来
た
官
僚
遠
の
物
質
的
欲
求
の
増
大
が
、
し
だ
い
に
雑
役
労
働
の
頻
繁
化
を
も
た
ら
し
て
雑
役
減
克
の
た
て
ま
え
が
く
ず
れ
つ

つ
あ
っ
た
こ
と
(
後
代
の
成
化

・
正
徳

・
嘉
靖
期
に
く
ら

ω

へ
れ
ば
な
お
雑
役
の
不
嘗
な
賦
課
は
相
封
的
に
軽
く
、
致
命
的
な
打
撃
を
あ
た
え
る

-11一

に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
る
が

)
ω同
じ
理
由
か
ら
こ
の
地
方
の
生
産
力
を
あ
て
こ
ん
だ
種
々
の
雑
汲
が
莫
大
な
秋
糧
額
総
計
に
の
み

着
眼
し
、
(
民
田
に
比
べ
て
の
毎
畝
徴
枚
額
の
高
さ
を
無
視
し
)
そ
れ
を
基
準
に
し
て
賦
課
さ
れ
て
き
た
こ
~
等
々
、

ひ
び
わ
れ
が
、

こ
れ
ら
新
た
な
外
在
的
契
機
に
よ
っ
て
、
{
呂
田
を
多
く
と
り
入
れ
た
農
業
経
営
の
内
部
に
お
け
る
再
生
産
構
造
に
大
き
く
ひ
び
が
入
り
、
そ
の

と
く
に
、
農
村
内
部
の
力
関
係
に
よ
っ
て
、
よ
り
経
営
規
模
の
小
さ

い
農
民
屠
に
時
化
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。

な
か
で
も
、
首
該
宣
徳
期
の
段
階
で
は

右
の
外
在
的
契
機
す
な
わ
ち
、

新
ら
し
い
形
の
政
治
的
枚
奪
の
う
ち
宮
田
創
設
嘗
時
に
は
な
か
っ

こ
の
間
の
事
情
を
、
明
史
容
一
五
三

・
列
停
・
周
悦
は
、
宣
徳
五
年

召
父
老
開
通
税
故

豪
戸
不
肯
加
耗

「。始
至

皆
百

井
徴
之

ωを
よ
り
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(一

四
三
O
)
九
月
、
彼
が
江
南
に
赴
任
し
た
時
の
吠
況
と
し
て
述
べ

、

細
民

二
、
応
引
‘
フ
二
五
、

動
制
作
v
d
手
J

ナ
J
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民
貧
逃
亡

而
税
額
盆
歓

悦
乃
創
魚
卒
米
法

令
出
耗
必
均
」
と
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
は
ば
ひ
ろ
い
承
佃
者
層
の
う
ち
、
零
細



す
る
も
の
と
い
え
よ
-
つ

輔

自
家
経
営
厨
が
、
戸
下
の
官
田
を
手
ば
な
し
て
い
く
現
象
が
、
こ

の
頃
の
資
料
に
現
わ
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
官
回
膿
制
の
鑓
質
に
照
態
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以
上
、
本
制
は
、
別
代
蘇
松
地
方
に
お
け
る
農
民
の
再
生
産
の
し
く
み
や
土
地
所
有
の
あ
り
方
を
分
析
す
る
た
め
の
制
度
史
的
な
一
つ
の
基

礎
作
業
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
貧
し

い
作
業
に
つ
づ
く
一
連
の
問
題
と
し
て
、同
こ
の
地
方
に
お
け
る
民
田
と
は
車
位
を
異
に
し
私
租
と

は
割
合
を
以
に
す
る
宮
間
徴
牧
率
の
性
格
を
確
認
し
た
上
で
、
農
民
の
土
地
が
儲
う
質
賃
負
備
を
、
制
度
史
的
に
は
(
上
)
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に

「
賦
H
税
」
と
「
役
」
と
の
綜
合
的
、
相
互
連
閥
的
見
地
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
、
刷
、
と
く
に
宜
徳
期
以
後
、
{
呂
田
承
佃
に
お
い
て
も
支
配
的

位
置
を
占
め
て
い
く

地
主
的
経
営
の
な
か
で
、
地
主
に
封
す
る
直
接
生
産
者
佃
戸
の
地
代
(
リ
私
租
)
負
携
を
、
王
朝
国
家
の
地
主
に
謝
す
る

同

「
賦

・
役
」
賦
課
が
昆
ハ
間
的
に
ど
の
よ
-つ
に
規
定
し
て
い
く
か
を
、
制
度
史
を
離
れ
て
追
求
す
る
こ
と
。

ωま
さ
に
こ
の
蘇
松
地
方
の
宮
田
中

の
重
術
部
分
の
折
銀
化
に
一
つ
の
有
力
な
起
貼
を
も
っ
賦
役
銀
納
化
を
内
谷
的
に
よ
り
厳
密
に
質
詮
し
、
そ
れ
が
農
民
各
居
の
賞
、
質
負
措
に
及

ぼ
し
た
影
響
を
確
定
す
る
こ
と
、
仙
こ
れ
ら
と
か
ら
み
あ
わ
せ
て
、
農
民
居
の
分
解
過
程
を
時
期
を
く
ぎ
っ
て
あ
と
ず
け
る
こ
と

l
ー
な
と
が

あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
問
題
の
追
求
の
中
で
宋
代
以
後
の
地
主
H
佃
戸
制
と
呼
ば
れ
る
生
'
琵
闘
係
の
異
の
性
格
と
園

家
拙
力
の
そ
れ
と
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
手
掛
り
を
も
つ
か
み
た
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
手
掛
り
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
。

(18) (1司 註

林
俊

・
務
政
本
以
足
闘
用
疏

・
良
明
終
世
文
編
・
谷
八
六

明
質
鍬
・

嘉
納
十
一
年
二
月
戊
成
・
徐
俊
民
の
「
問
賦
を
更
定
せ
ん
乙

と
」
を
請
う
た
疏
に
あ
る
。

こ
の
ア

イ
デ
ィ
ア
は
、
首
脳
相
寧
閥
府
志
・
谷
八
、
関
瞬
間
江
柿
豚
志

・
谷

六
賦
役
士
山
、
部
勝
上
元
服
志

・
府竺一

-m賦
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る

宮
町
の
負
拠
粧
減
法
と
な
っ
て
現
寅
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
総

松
二
時
川
の
西
方
、
潟
京
に
よ
り
密
接
す
る
悦
該
地
方
は
、
右
箪
国
府
志

に
、
「
洪
武
初
寧
刷
輿
際
天
諮
郡
高
皇
帝
遁
念
存
郎
鐙
鋤
民
間

(19) 

。，u
唱

'
A

租
復
其
世
世
惟
宋
元
以
来
浪
人
官
回
梢
徴
其
牟
故
夏
姿
秋
紐

並
賦
諸
富
田
」
と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
年
閲
か
ら
民
間
税
組
は
全

菟
、
富
田
は
減
牢
徴
枚
と
い
う
組
制
が
級
き
、
民
田
は
著
し
く
有
利
な

経
営
が
出
来
た
。
(右
の
上
元
燃
志
は
、
洪
武
十
八
年
以
来
、
感
天
等
五

府
州
に
上
記
措
置
が
と
ら
れ
た
と
い
い
、
明
貫
録
洪
武
十
八
年
三
月
己

亥
に
は
感
天
・
太
卒
・

摩
闘

・
鋲
江

・庇
徳
・
総
・
和
の
七
府
州
に
射
す

る
飼
菟
が
記
録
さ
れ
る
。
御
製
大
諮

・
第
十
二

・
五
府
州
売
総
は
、
右

七
山
川
州
か
ら
総
・
和
を
除
い
た
五
府
州
に
寧
闘
府
志
の
示
す
措
院
が
と

ら
れ
た
こ
と
を
詳
細
に
述
べ
る
。
お
そ
ら
く
前
勝
大
明
曾
曲
川

・
袋
二
十
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帥

九

-
徴
収
に

「
〔
洪
武
〕
二
十
四
年
令
感
天

・
太
卒

・
寧
図

・
鋲
江

・

康
徳
五
慮
官
国
税
糧
自
後
減
牢
徴
牧
」
と
あ
る
の
で
、
民
間
に
謝

す
る
規
定
を
も
含
め
て
乙
の
時
定
例
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
特
殊
事
情
か
ら
、
宣
徳
年
間
あ
た
り
か
ら
、
官
回
の
耗
米
を
減

じ
、
民
団
に
怨
畝
若
干
の
負
揚
を
縛
嫁
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
、
成
化
年
間

以
来
地
方
官
民
よ
っ
て
積
極
的
に
定
例
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
蔦

暦
大
明
曾
典
谷
十
七

・
戸
部
四

・
国
土
に
よ
れ
ば
、
弘
治
二
年
(
一
四

八
九
)
の
令
と
し
て
整
理
さ
れ
、
各
地
匿
と
と
の
負
携
準
が
、

「
令
感

天
府
上
元
等
七
豚
宮
田
糧
毎
石
減
耗
米
二
斗
五
升
民
回
毎
畝
勘
出
米

二
升
:
:
・寧
闘
府
宣
城
等
六
豚
官
田
糧
毎
石
減
耗
米
三
斗

民

回

毎

畝

動
出
米
一
升
」
と
い
う
風
に
規
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
宮
田
を
民
聞
に
、

民
聞
を
宮
田
に
出
現
え
た
の
で
は
な
く
、
叉
江
南
全
地
域
応
行
わ
れ
た
の

で
も
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

や
や
抽
象
的
表
現
で
は
あ
る
が
、
況
太
守
集
・
谷
八

・
「
丁
少
師
団
多
・

諸
菟
遼
連
奏
」
(
宣
徳
六
年
三
月
)
に

「
本
府
所
属
長
洲
等
鯨
重
租
宮

糧
二
百
六
十
五
寓
五
千
九
百
三
十
五
石
零

倶
係
水
郷
坪
田
・
:
:
農
民

笛
秋
冬
修
築
符
岸
春
夏
草
水
出
坪
笹
野
糞
壊
滋
肥
方
得
収
成
有

穫
・
:
今
春
作
農
務
方
興
各
汗
積
水
砂
託
必
有
幼
男
婦
女
踏
車
競

夜
不
息
」
と
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
も
そ
の

一
舗
を
知
り
得
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
明
初
以
来
抄
浪
人
官
さ
れ
た
宮
田
の
税
糧
H
官
租
の
中
に

は
、
一

般
に
租

(H
小
作
料
)
と
い
う
概
念
の
持
つ
高
率
が
現
貧
に
存

在
し
て
い
る
。

「
如
央
江
昆
山
民
田
哲
畝
税
五
升
小
民
佃
種
富
室

田

畝

出

私

租

一
石
後
因
由
民
入
宮
依
私
租
減
二
斗
是
十
分
而
取

其
八
也
援
賜
公
侯
尉
馬
等
項
目
毎
畝
奮
穏
輪
一
石
後
因
事
故
還

。。

官

叉

如

私

租

例

蓋

取

之

且

十
分
而
取
其
八
民
猶
不
場
況
霊
取

乎
L

(

明
質
録

・
洪
照
元
年
間
七
月
了
巳
)
蘇
州
府
間
穴
江
田
脚
・
島
山
懸
の

・抽
出
宮
田
の
な
か
に

一
一
畝
八
斗
(
私
租
の
八
割
)
、
公
侯
鮒
馬
の
還
宮
田
に

一
一畝

一
石
(
私
租
の
十
割
)
の
高
率
租
額
を
、
洪
問
問
一
元
年
(
一
四
二
五
)
嘗

時
に
見
出
す
e

松
江
府
の
場
合
に
も
、
崇
椴
松
江
府
志

・
谷
七
・
回
賦

申
・
社
宗
桓
上
総
一
撫
侍
郎
周
悦
書
に
、

「
園
初
籍
由
民
土
豪
田
租
・
・
・
一

依
租
額
起
糧
毎
畝
四
五
斗
・七
八
斗
至
一
石
以
上
」
と
あ
り
、
高
率

の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
率
の
例
は
第
2
表
に
よ
っ

て

蘇
州
府
下
に
、

第
3
表
に
よ
っ
て
松
江
府
下
に
も
見
出
し
得
る
。
ま

た、

一
方、

第
1
表
で
は
一
斗
前
後
の
軽
則
宮
田
の
存
在
も
見
出
し
得

る
の
で
あ
る
。
〈
卒
均
と
い
う
操
作
〉
は
、
こ
の
よ
う
な
封
象
と
す
る

事
物
聞
の
持
つ
多
様
性
を
減
殺
し
て
了
う
の
で
あ
る
が
、
な
お
か
っ
、

そ
の
事
物
聞
で
の
綾
も
出
現
皮
数
の
高
い
も
の
を
示
す
性
質
を
具
有
す

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
、
洪
武
初
年
以
来
、
政
府
が
下
し
た

減
則
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
減
則
前
の
最
高
率
と
減
則
後
の
標

準
額
と
は
左
の
よ
う
で
あ
る
。

a

上
以
蘇
松
嘉
湖
四
府
近
年
所
籍
之
田
租
税
甚
重
特
令
戸
部

計
其
数

如
畝
税
七
斗
五
升
者
除
其
字
以
難
民
力
(
明
貫
録

・
洪

武
七
年
五
月
壬
午
)

b

命
戸
部
減
蘇
松
嘉
湖
四
府
重
租
殺
額
・
・
・
子
是
沓
額
田
畝
科
七
斗

五
升
至
四
斗
四
升
者
減
十
之
二
四
斗
三
升
至
三
斗
六
升
者
倶
止

徴
三
斗
五
升

以

下

の

奮

自

今

年

箆

始

通

行
改
科
(
明
貧
録
・
洪

武
十
三
年
三
月
壬
辰
)

q
J
 

唱
E
A

c 

南
昌
府
豊
城
豚
民
言

農
民
佃
宮
田

一
一畝

歳
織
租
五
斗

誠
矯
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太
重
願
減
額
以
惑
小
民
戸
部
定
議
一
畝
檎
四
斗
上
臼
雨
掘
削

及
京
畿
土
製
鋭
沃
者
総
四
斗
江
西
郡
豚
地
土
似
磁
的
問
止
令
総
三

斗
箸
翁
令
(
明
質
鍛

・
洪
武
二
十
一

年
五
月
戊
成
)

以
上
、

a
に
お
い
て
〈
七
・
五
斗
↓
三
・
七
五
斗
〉
、
b
に
お
い
て

〈
七
・
五
j
四
・
四
斗
↓
六

1
三
・
五
二
斗
、
四

・
三

l
三
・
六
斗

↓
三
・
五
〉
、
c
に
お
い
て
〈
雨
断

・
京
畿
↓
四
斗
、

江
西
↓
三
斗
〉
、

と
い
う
よ
う
に
、
減
則
の
方
法
が

a
-
b
・
C

で
各
々
異
る
も
の
の
、

所
調
極
霊
を
も
っ
て
名
高
い
蘇
・
松
・

嘉

・
湖
地
方
に
つ
い
て
、
明
初

籍
泊
出
し
た
回
土
の
最
高
徴
収
率
が
七
斗
五
升
に
比
定
さ
れ
、
叉
洪
武
二

十
一

年

(
一
三
八
八
)
笛
時
、
爾
掘
削
・

京
畿
{
呂
田
の
標
準
が
四
斗
に
置

か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
ら
の
減
則
例
に
あ
ら
わ
れ
た
徽
般
市
中

は
、
減
則
例
自
身
、
数
年
を
お
い
て
三
度
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
乙
と

か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
完
全
に
徹
底
的
に
寅
施
さ
れ
た
も
の
と

い
う
よ
り
、
ま
ず
一
つ
の
プ
リ
ン
シ

プ
ル
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
あ

る。

し
か
し
、
第
一
節
で
右

a
・
b
・
c
以
外
の
資
料
を
用
い
て
明
ら

か
に
し
た
よ
う
に
、
洪
武
十
二

年

(
一
三
七
九
)
以
後
の
卒
均
的
徴
枚

率
や
徽
枚
訟
の
分
布
吠
況
は
、
蘇
州
府

・
松
江
府
と
い
う
具
般
的
な
場

に
お
い
て
、
右
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
ほ
ぼ
歩
調
を
一
致
さ
せ
、
そ
れ
が
現

質
に
も
寅
施
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
ζ

と
を
一
不
す
。
従
っ
て
と
の

a
-
b
-

c
の
減
則
例
に
よ
り
、
供
武
二
十
四
年

ご
三
八
一
)

の
第
二
回
資
冊

編
迩
骨
四
時
に
は
、
す
で
に
大
勢
と
し
て
は
三
・
四

・
五
斗
憂
と
な
っ
た

と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
先
の
蘇
州
府
呉
江
・
昆
山
ニ
豚
、
松
江
府
の

波
宮
回
に
残
る
高
率
は
、
極
端
な
ケ

l
ス
で
あ
り
、
叉
、
公
侯
還
官
聞

の
場
合
の
高
市
中
色
、
宮
田
の
一
部
の
特
殊
な
腐
理
法
を
蒙
む
っ

た
部
分

凶

に
生
じ
た
ケ

l
ス
で
、
乙
れ
を
も
っ
て
普
遍
的
と
見
る
乙
と
は
出
来
な

い
と
考
え
る
。
し
か
し
こ

の
貼
は
後
考
を
倹
つ
。

乙
の
官
租
と
私
租
と
の
性
格
の
相
奥
は
、
蘇
州
府
に
隣
接
す
る
常
州
府

武
進
豚
士
山
の
著
者
が
、
天
下
郡
図
利
病
書
・
原
編
第
七
加

・
常
鋲
で
、
官

回
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
で
も
ゐ
る
。

「
凡
矯
民
間
卒
回
旬
駆
者

率
完
租
米
萱
石
宮
田
章
至
七
斗
其
高
低
民
団
佃
種
者
率
完
租

七
八
斗
宮
回
程
至
四
斗
其
観
佃
民
困
者
己
属
軽
額
怠
〈
」

経
済
謬
的
に
は
、
所
有
と
経
鐙
の
雨
概
念
は
殴
衝
に
隠
別
さ
れ
て
い

る
。
乙
乙
で
い
う
「
経
営
」
と
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
む
し
ろ
あ
る
場

合
は
「
所
有
」
、
あ
る
場
合
は
「
占
有
」
と
表
現
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
富
田
の
所
有
締
法
的
に
み
た
性
格
に
つ
い
て

は
本
文
冒
頭
や
註

4
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
今
一
歩
不
明
確
な
貼
を

残
す
の
で
、
叙
述

の
便
宜
上
、
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
。
(
所
有
機
の
閤
家
蹄
腐
を

も
の
が
た
る
二
三
の
資
料
と
し
て
、
理
念
的
に
は

「
大
明
律
相指
解
附
例

谷
五

・
戸
律
・
回
宅
・
盗
耕
極
官
民
回
」
や
上
の

2
頁
に
ふ
れ
た
唐
鶴

徴
や
顧
炎
武
の
ζ

と
ば
が
あ
り
、
明
初
の
江
南
に
お
け
る
具
慢
的
な

事
例
と
し
て
は
「
明
質
録
・
洪
武
十
一

年
六
月
戊
寅
」

「
況
大
守
山東

・

各
八
・
翁
軍
団
の
照
例
民
佃
奏
」
所
収
の
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。

た

だ
、
筆
者
の
知
見
で
は
、
理
論
的
に
も
質
鐙
的
に
も
、
疑
問
な
鈷
が

残
る
の
で
断
定
を
さ
け
た
)
賦
役
質
問
に
そ
の
後
家
に
腐
す
る
回
土
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
面
積
の
大
小
が
、
乙
の
場
合
の
「
経
営
」
の
大

小
に
な
る
の
で
あ
る
。

富
岡
の
儲
同
盟
賎
管
機
械
に
つ
い
て
。
た
と
え
ば
、
宋
の
嘉
定
年
間
(
一

二
O
八
l
一一

一一一

四
)
に
置
か
れ
、
「
籍
由
民
椴
倖
者
」
「
悶
田
湖
回
之

-14一
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在
宮
者
」
を
所
属
さ
せ
て
管
理
し
た
「
安
透
所
」
、
同
じ
く
景
定
四
年

(
一
二
六
三
)
以
来
の
買
回
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
公
団
を
管
理
す
べ

く
掘
削
西
六
郡
に
置
か
れ
た
四
つ
の
官
回
所
「
分
司
L

(

綴
文
献
通
考

・

倉
六
・
田
賦
考
・
宮
田
)
、
き
ら
に
元
代
の
「
江
准
等
魔
財
賦
都
線
管
府
」

(
元
史
・
省
三
九
・
百
官
志
・
五
)
、
「
江
漸
等
庭
財
賦
都
線
管
府
」
(
元

史
・
省
三
八
・
百
官
志
・
四
)
「
稲
田
提
領
所
」
(
崇
頑
松
江
府
志
・

谷
十

・
田
賦
三
)
な
ど
、
州
豚
と
は
濁
立
に
専
ら
官
回
を
管
理
監
督
す

る
と
い
う
機
関
を
明
代
に
は
見
出
す
乙
と
が
出
来
な
い
。
南
直
隷
膝
天

府
に
、
都
御
史
の
衡
を
持
つ
総
理
糧
儲
粂
巡
撫
|
所
謂
南
塞
が
置
か
れ

た
の
は
、
宣
徳
五
年
(
一
四
三

O
)
の
周
悦
就
任
以
来
で
あ
る
。
(南

畿
志
・
轡
三
・
命
官
志
)
乙
の
ポ
ス
ト
は
、
南
直
隷
お
よ
び
掘
削
江
の
一

部
の
ま
さ
し
く
官
田
地
帯
を
監
督
し
、
税
糧
に
闘
す
る
一
切
を
司
る
も

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
宮
田
を
直
接
謝
象
と
し
て
管
理
監
督
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
洪
武
十
四
年
こ
三
八
一
)
皇
甲
制
が
施
か
れ
て
以

来
、
明
代
の
官
回
は
民
団
と
同
じ
く
、
直
接
的
に
は
皇
甲
に
よ
っ
て
管

理
さ
れ
、
豆
甲
を
通
じ
て
州
蘇
H
府
H
布
政
司
H
戸
部
の
系
統
に
連
な

っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
正
徳
大
明
曾
典
・
省
十
九
・
戸
部
四

・
州
豚

二
・
国
土
に
、

凡
各
州
係
国
土
必
須
閲
鈴
各
戸
若
干
及
係
霞
四
至
係
官
回
者

照
依
宮
田
則
例
起
科
係
民
田
者
照
依
民
団
則
例
徴
欽
務
要
編

入
賞
冊
以
沼
郡
徴
収
税
樋
如
有
出
資
其
貿
者
聴
令
増
収
頁
者

卸
醤
過
割
不
許
酒
仮
説
寄

と
規
定
す
る
ζ

と
、
こ
の
糞
冊
原
簿
の
編
造
が
、
各
里
聞
で
、
人
民
の

正
役
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
(
松
本
普
海
・
支
那
地
方
自
治
護
逮
史
の

第
四
章
、
明
代
。
嘉
矯
奥
江
蘇
志

・
容
十
・
箔
役
の
大
明
役
制

・
冊

役
)
‘と
い
う
こ
と
が
、
上
記
の
ご
と
き
解
寝
を
導
く
の
で
あ
る
。
乙
の

際
、
宮
田
と
民
間
と
は
起
科
則
例
を
異
に
す
る
も
の
の
、
同
じ
く
塁
甲
内

部
で
原
簿
た
る
資
冊
に
編
入
登
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
官
民
そ
れ

ぞ
れ
の
税
糧
も
と
も
に
同
じ
く
里
甲
を
通
じ
て
徴
枚
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
里
甲
制
以
前
に
お
い
て
、
宮
田
を
そ
の
管
轄
下
の
府
州
豚
に
多

く
有
す
る
南
直
隷
・
掘
削
江
・
江
西

・
湖
底
・

一一繭
甜
躍
に
置
か
れ
、
税
岨
岨
の

徴
枚
と
運
送
と
を
専
一
日
仏
扱
っ
た
糧
長
制
度
の
も
と
で
も
、
同
様
の
考

え
方
が
み
ら
れ
る
。
南
京
戸
部
志
・
倉
十
八

・
事
例
に
、

洪
武
四
年
令
:
叉
御
製
規
戒
録
一
本
給
輿
糧
長
令
其
遜
守
霊
地

倉
分
遠
近
(
以
上
六
字
原
文
)
分
総
官
民
団
畝
枚
納

と
い
う
と
と
く
、
宮
民
田
畝
を
匿
別
し
て
収
納
せ
よ
と
い
う
・
も
の
の
、

糧
長
と
い
う
民
間
の
同
一
人
に
徴
枚
の
責
任
が
蹄
せ
叫

れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

- 15一

な
お
、
官
聞
の
佃
戸
・
也
、
一
般
農
民
と
同
様
に
一
つ
の
行
政
系
統
下

に
同
一
の
資
格
で
取
り
扱
わ
れ
る
。
前
引
曾
典
の
記
述
に
も
す
で
に
そ

の
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
専
ら
宮
田
の
み
を
佃
種
し
て
い

ー

る
人
戸
も
、
洪
武
十
四
年
以
後
は
、
「
其
有
全
種
宮
田
人
戸
亦
編
入

圏
内
輸
省
(
高
暦
大
明
曾
典

・
省
二
十

・
戸
部
七
・
戸
口
二
・
資

冊
ご
と
と
く
に
規
定
さ
れ
て
、
十
年
輪
番
の
里
申
正
役
に
、

一
般
幾

民
と
同
じ
く
笛
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

叉
、
こ
の
規
定
を

通
じ
て
、
政
府
が
、
官
固
に
封
し
て
一
感
免
除
乃
至
軽
減
し
て
い
る
雑

役
に
つ
い
て
も
、
宮
田
承
佃
戸
に
封
す
る
劉
笛
の
楢
利
そ
の
も
の
を
否

定
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
ζ

と
が
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
乙
の
管
理
監
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営
方
法
と
捌
辿
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
官
回
佃
櫛
の
寅
貿

登
録
に
つ
い
て
も
、

民
間
と
匿
別
す

べ
き
特
別
の
規
定
が
な
く
、
高
暦

上
元
麻
士山
・
出世二

・
問
賦
に
、
「
其
更
仰
質
問
割
問
回
第
契
部
付
則
書
承

佃
而
己
」
と
あ
る

C
と
く
、
翼
民
過
剖
は
自
由
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
周
藤
吉
之
氏
が
そ
の
宋
元
代
に
お
け
る
確
立
を
立
設
さ
れ
た
宮
田

佃
椴
の
翼
民
慣
行
(
米
代
官
回
の
佃
地
質
貿

・
中
闘
土
地
制
度
史
研
究

所
枚
)
が
明
代
に
も
受
け
つ
が
れ
た
の
は
、
骨
帥
然
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

古
島
和
雄
・
明
末
長
江
デ
ル
タ
地
得
に
お
け
る
地
主
経
営

・
歴
史
謬
研

究
一
四
八
・
第
一
三
頁
参
照
。

註
仰
の
山
線
氏
論
文
参
照
。

明
貫
録

・
宣
徳
七
年
六
月
戊
子
朔、

況
太
守
集

・
谷
七

・
諮
免
借
馬
及

源
貨
物
料
炎
(
宣
徳
五
年
十

一
月
)
に
お
け
る
蘇
州
知
府
況
鐙
の
上
突

に
よ
る
。

師 ω)ω 

毘
坤
筒
省
相
州
訟
切
詳
蘇
松
二
位
刑
罰
訟
多
悶
秋
甑
而
起
拡
血
脇
鯨
団
地

税
組
額
重
人
民
逃
一組
数
多

勢

豪

大

戸

之
粂
弁
者

円
以
租
他
人
団

地

動

歪

数

十
百

頃

常

年
不
背
納
締
(
況
太
守
集

・
谷
九
・

朝
間
禁
詞

訟
牽
述
越
控
奏
・
宣
徳
七
年
十
二
月
二
十
六
日
)

西
崎
定
生
氏
は
、
ォ
リ
エ
ン
タ
リ
カ

2
・
「
支
那
初
期
綿
業
の
成
立
と

そ
の
構
造
」
に
お
い
て
、
「
宋
末
以
来
の
田
賦
の
増
額
は
、
松
江
府
の

山政
民
の
大
部
分
を
占
め
る
佃
戸
、
特
に
そ
の
東
郷
の
佃
戸
を
極
度
に
零

細
化
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ

て
、
米
作
の
み
に
よ
る
生
計
維
持
を
困
難

な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
」
と
設
か
れ
る
。
そ
の
背
後
の
論
理
は
、

こ

の
地
域
の
悶
賦
過
重
に
よ
っ

て
、
地
主
は
佃
戸
か
ら
の
地
代
政
取
準
を

他
の
地
域
の
そ
れ
よ
り
高
く
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
い
う
に
在
る
。

側

同
僚
の
論
法
を
、
佐
伯
有
一
氏
も
、
世
界
史
講
座

I
所
枚
の

「
明
帝
闘

を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
世
界
」
に
お
い
て
、
官
聞
が
在
来
の
私
小
作
料
を

税
率
と
し
た
と
前
提
し
、
「
地
主
は
嘗
然
に
在
来
の
小
作
料
を
上
回
る

枚
奪
を
加
え
ね
ば
そ
の
取
分
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
採
用
さ

れ
る
。
し
か
し
、
西
嶋
氏
が
論
蟻
と
さ
れ
る
何
良
俊
の
四
友
部
州
議
設

・

谷
十
四

・
史
十
所
枚
の
左
記
事

葦
各
施
之
回
雌
有
肥
山
市
不
同
然
禾
有
如
松
江
之
高
下
懸
紹
者

東
西
之
雨
郷
不
但
土
有
肥
婿
西
郷
田
低
水
卒
易
於
車
尽

夫夫

妻
二
人
可
種
二
十
五
畝
補
助
者
可
致
三
十
畝

且
土
肥

桜

多

得

畝
枚
三
石
者

不

論

只

設
蚊
ニ
石
五
斗

毎

歳
可
得
米
七
八
十
石
失

放
取
租
有
一
石
六
七
斗

者

東

郷

田

高

岸

陵

草

皆

直

墜

無

異

於
汲
水
水
禍
不
到

苗
議
稿
死

毎

週

皐
放

し
俸
制
岱
徹
夜
不
休

夫
妻
二
人
極
刀
耕
種
止
可
五
畝
若
年
品
加
盟
勲
陵
畝
政
一
石
五

斗
故
取
租
多
者
八
斗
少
者
只
貨
豆
四
五
斗

ι説
く
所
を
私
租
率
に
能
川鮎
を
あ
て
て
素
直
に
解
四
帽
す
る
と
、
-
〔
西
郷

は
水
利
係
件
が
よ
く
地
味
も
肥
え
て
い
る
の
で
〕
怨
畝
三
石
の
枚
種
あ

る
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
だ
二
石
五
斗
を
枚
め
る
も
の
に
つ
い

て
い
っ
て
も
、
毎
年
米
七
八
十
石
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
よ
う

に
〔
枚
穫
量
が
多
い
の
で
〕
〔
中
に
は
〕
租
一
石
六
七
斗
を
取
る
も
の

が
あ
る
。
〔
東
郷
は
水
利
係
件
が
非
常
に
惑
い
。
〕
も
し
盟
年
だ
と
し
て

も
、
毎
畝
の
校
穫
は
一
石
五
斗
。
だ
か
ら
租
を
取
る
ζ

と
多
い
場
合
で

八
斗
、
少
い
者
は
た
だ
黄
豆
四
五
斗
だ
け
で
あ
る
よ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
、
西
郷
の

一
石
六
七
斗
は
、
租
の
最
高
限
と
し
て
枚
穫

の
最
高
三
石
に
射
し
て
お
り
、
東
郷
入
斗
の
租
は
は
っ
き
り
枚
穫

一
石

-16 -
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五
斗
の
場
合
の
う
ち
の
高
率
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
係
件

に
も
と
ず
く
枚
租
率
を
計
算
す
れ
ば
、
西
郷
の

H
φ
f
斗

¥
ω
O
は
五
三
・
三

三
%
1
五
六
・
六
七
%
、
東
郷
の
ぞ
民
は
五
三
・
三
三

Mm
で
あ
り
、
従
来
一

般
的
に
考
え
ら
れ
て
来
た
明
清
時
代
の
普
遍
的
な
小
作
料
率
の
標
準
た

る
峻
穫
高
の
%
(
加
藤
繁
博
士
・
支
那
経
済
史
概
説
・
第
三
節
・
土
地
制

度
)
に
ほ
ぼ
接
近
す
る
。
と
す
れ
ば
、
右
引
資
料
に
あ
る
松
江
府
東
西
郷

の
租
米
の
高
き
は
、
同
地
東
西
郷
の
牧
穫
率
を
、
上
記
の
普
遍
的
折
半
比

率
で
除
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
同
地
佃
戸
の
窮
欣
を
、
必
ず
し

も
無
媒
介
的

K

4
過
重
田
賦
多
に
個
師
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
恩
わ
れ

る
。
乙
ζ

で
、
本
文
で
述
べ
て
来
た
と
と
く
国
家
権
力
に
よ
る
宮
間
設
置

に
よ
っ
て
地
代
政
入
に
ハ
ン
デ
ィ
を
つ
け
ら
れ
た
地
主
が
、
自
己
の
第

一
次
承
佃
地
を
媒
介
と
す
る
佃
戸
と
の
関
係
に
お
い
て
、
具
健
的
に
ど

の
よ
う
に
封
臆
し
て
い
っ
た
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
来
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
か
。
そ
し
て
、
乙
の
際
、
日
知
録
谷
十
の
か
の
有
名
な
「
蘇

松
二
府
田
賦
之
霊
」
な
る
一
文
に
お
い
て
、

多
国
賦
之
霊
e

を
一
ま
ず
宮

田
の
多
量
設
置
に
阻
附
し
た
顧
炎
武
が
、
そ
の
結
び
の
部
分
で
、
お
そ
ら

く
彼
の
同
時
代
彼
の
出
身
地
蘇
州
府
見
山
豚
に
お
け
る
見
聞
を
も
と
に

こ
の
江
南
地
方
に
お
け
る
地
主
H
佃
戸
制
の
護
逮
を
述
べ
、
そ
こ
に
佃

人
の
苦
し
み
を
描
き
、
そ
れ
に
つ
な
が
る
色
の
と
し
て
二
万
代
江
南
に
お

け
る
重
い
私
租
の
闘
家
機
力
に
よ
る
錫
減
例
を
引
き
、
叉
漢
代
豪
民
の

回
に
お
け
る
こ
分
の
一
の
租
を
明
末
清
初
の
分
租
，に
比
定
す
る
等
の
記

事
を
付
け
加
え
て
い
る
ζ

と
は
注
目
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
顧
炎
武
が

生
き
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、

直
接
生
産
者
と
し
て
の
由
民
民
層
に
と
っ
て

も
っ
と
も
重
要
な
負
揚
は
、
も
は
や
宮
田
の
第
一
次
承
佃
者
た
る
こ
と

に
で
は
な
く
、
官
聞
を
も
完
全
に
私
固
化
し
て
了
っ
た
地
主
層
の
佃
戸

と
し
て
折
半
地
代
を
納
め
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
示

唆
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
私
た
ち
の
今
後
の
課
題

が
、
国
家
機
力
の
課
す
る
ひ
ず
み
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
な
お
観
念
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
奥
え
ら
れ
て
い
る
地
主

H
佃
戸
制
そ
の
も
の
の
、
よ
り

具
傷
的
な
内
容
把
握
と
性
格
規
定
に
あ
る
こ
と
を
数
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

補

遺
O
先
放
に
掲
載
さ
れ
た
(
上
)
の
第
一
節
の

H
K
左
に
示
す
よ
う
な
初
歩
的
で

粗
雑
な
計
算
の
誤
謬
が
あ
っ
た
。
論
旨
に
致
命
的
な
影
響
は
な
い
が
、
ま
こ

と
に
申
し
わ
け
な
く
思
っ
て
い
る
。
供
武
十
二
年
か
ら
二
十
四
年
ま
で
の
あ

い
だ
に
お
け
る
「
戸
紹
無
主
回
H
断
入
宮
田
」
と
「
抄
波
田
」
と
の
増
加
の

割
合
が
、
乙
の
訂
正
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
く
見
積
も
ら
れ
る
こ
と
、
先
鋭

の
誤
謬
に
よ
っ
て
そ
れ
が
や
や
過
少
許
領
さ
れ
て
い
た
乙
と
を
御
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
洪
武
二
十
四
年
の
数
値
に

は
関
係
な
い
)
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O
第
三
表
「
宮
田
」
・
「
三
石
以
上
起
科
田
」
の
「
糧
額
」
部
分
の
「

1
」

〔
石
〕
を
「

4
」
〔
石
〕
に
、
「
|
|
」
を
「

0
・
0
0
ご
〔
%
〕
に
訂

正
す
る
。
叉
、
第
三
表
の
「
宮
田
」
「
民
間
」
の
「
面
積
」
「
濁
額
」
の
合
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計
部
分
の
倣
値
は
、
原
山
内
の
合
計
部
分
の
数
値
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
分
」
以

下
、
「
斗
」
以
下
を
省
略
し
た
も
の
を
の
せ

て
い
る
。
し
か
し
表
示
し
た
百

分
比
の
計
算
に
際
し
て
は
、
各
項
の
同
じ
方
法
に
よ
る
省
略
後
の
「
再
合
計
」

を
基
準
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
再
合
計
」
の
倣
値
は
、
宮
田
「
三
二
四
八
八
二

四
」
畝
・

「
七
四
八
七
四
二
」
石
、
民
団
「
七
三
五
六
八
五
」
畝
・

「
四
六
四

八
七
」
石
で
あ
る
ζ

と
を
御
報
告
し
て
お
く
。

そ
し
て
以
上
の
基
準
設
定

か
ら
表
示
方
法
を
統
一
す
れ
ば
、
表
上
の
民
間
の
積
額
合
計
は
、
原
山
内
か
ら

そ
の
ま
ま
に
省
耐
附
し
た
「
四
六
四
九
三
石
」
に
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

O
脱
秘
の
後
、
一
九
五
八
年
四
月
に
上
海
中
華
書
局
で
出
版
さ
れ
た
陳
憶
力

氏
編
著
、
王
逮
氏
参
校
に
な
る
「
補
践
者
研
究
」
の
附
録
に
「
明
代
蘇
松
嘉

削
地
価
磁
業
総
務
的
若
干
鈍
化
」
な
る
一
筋
が
蚊
鍛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
渡

見
し
た
。
明
朝
政
府
に
よ
っ
て
設
協
さ
れ
た
鮮
総
お
湖
各
府
の
官
聞
が
、
問

地
方
の
地
主
経
併
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
か
と
い
う
槻
鮎
か
ら
脅
か

れ
た
も
の
で
、
と
く
に
京
総
年
聞
に
お
け
る
周
悦

・
況
鈍
ら
の
改
市
、
引
靖

年
間
に
お
け
る
那
興
知
山
川
越
蝋
の
れ
卒
法
に
代
表
さ
れ
る
官
民
間
の
徴
蚊
傘

一
律
化
に
焦
貼
を
絞
っ
て
、
補
州政
省
の
封
象
と
す
る
明
末

・
消
初
則
の
地
主

総
低
の
前
提
保
件
が
遁
求
さ
れ
て
い
る
。
資
料
に
現
わ
れ
る
蚊
他
を
百
分
比

を
用
い
て
再
整
理
す
る
な
ど
、
筆
者
の
と
っ
た
方
法
も
す
で
に
一
感
採
用
さ

れ
て
お
り
、
盟
論
的
に
も
興
味
あ
る
問
幽
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。筆
者
の
不
明

を
恥
じ
る
と
共
氏
、
賞
畿
の
過
程
や
結
論
に
つ
い
て
意
見
を
異
に
す
る
貼
も

あ
り
、
註

ωで
ふ
れ
た
周
良
緯
氏
(
北
京
大
聞
き
と
こ
の
隙

・
王
雨
氏
の
論
文

と
を
、
本
稿
と
併
滅
さ
れ
、
般
討
を
加
え
ら
れ
ん
こ
と
を
お
願
い
し
て
お
く
。

O
本
摘
は
筆
者
が
一
九
五
九
年
十
二
月
に
提
出
し
た
修
士
課
程
街
究
報
告
の

一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
作
製
に
償
っ

て
投
氾
な
示
唆
を
輿
え
ら
れ

た
宮
崎
市
定
数
授
に
あ
っ
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

西
突
阪
の
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
支
配
に
つ
い
て

|
|
統
架
設
可
汗
の
時
代
を
中
心
に
|

|

五
四
運
動
に
於
け
る
畢
生
の
行
動
と
意
識

昭
和
三
十
五
年
度
京
大
東
洋
史
卒
業
論
文
題
目

修

士

論

文

北
宋
時
代
に
お
け
る
開
封
の
商
人

明
代
華
北
に
お
け
る
銀
差
成
立
の
一
研
究

-
|
山
東
の
門
銀
を
中
心
に
し
て
|
|

私
皮
償
費
生
の
側
面

-
1

唐
代
の
童
行
制
度
を
中
心
に
|
|

辛
亥
革
命
前
に
お
け
る
利
椴
問
政
運
動

顔
之
推
の
人
と
忠
畑
出

撃

士

論

文

六
朝
時
代
之
修
史
官

|

|
唐
代
史
館
制
度
成
立
史
序
説
||

戊
成
政
嬰
に
つ
い
て

山
西
商
人
を
通
ビ
て
見
た
清
代
商
業
の
一
考
察
狭
間

十
九
世
紀
後
牢
の
イ
ラ
ン
に
於
け
る
パ
ハ
イ
数
の

成

立

と

そ

の

史

的

背

景

に

就

い

て

高

林
小
野
寺
郎
夫

谷
口
規
矩
雄

藤
善

明
111 

τk 
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